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国
民
年
金

◆
◆
◆

年
金
請
求
の
資
格
期
間
が

「
25
年
」
か
ら
「
10
年
」
に
短
縮

老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま

で
は
保
険
料
納
付
済
期
間
（
国
民
年
金
の
保

険
料
納
付
済
期
間
や
厚
生
年
金
保
険
、
共
済

組
合
な
ど
の
加
入
期
間
を
含
む
）
と
国
民
年
金

の
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合
算
し
た
資
格

期
間
が
原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
で
し
た
。

平
成
29
年
8
月
か
ら
は
、
資
格
期
間
が

10
年
以
上
あ
れ
ば
老
齢
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
年
3

月
か
ら
順
次
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
対
象

と
な
る
方
に
請
求
書
類
が
入
っ
た
黄
色
の
封

筒（
A
4
サ
イ
ズ
）が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

制
度
の
開
始
は
、
平
成
29
年
8
月
1
日

（
最
も
早
い
年
金
の
お
支
払
い
は
平
成
29

年
10
月
）
で
す
。

黄
色
の
封
筒
が
届
い
て
い
る
方
で
、
ま

だ
請
求
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

お
早
め
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
請
求
の
手
続
き
に
関
し
て
ご

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
和
歌
山

年
金
事
務
所
（
☎
０
７
３
‐
４
４
７
‐

１
６
６
０
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
吉
備
庁
舎
住
民
課

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き
は

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
保
険
料
の
納
付
が
「
免
除
」
ま
た
は

「
猶
予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
将
来

の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け
で
な
く
、
事

故
な
ど
に
よ
り
障
害
を
負
っ
た
と
き
の
障

害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

●
平
成
29
年
度
の
申
請
書
の
受
け
付
け

は
、
7
月
3
日（
月
）
か
ら
開
始

※
申
請
・
審
査
対
象
期
間
は
、
平
成
29
年

7
月
～
平
成
30
年
6
月
。

※
平
成
28
年
度
以
前
の
国
民
年
金
保
険
料

未
納
期
間
に
つ
い
て
も
、
申
請
日
か
ら

2
年
1
カ
月
前
の
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
免
除
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
免
除
・
猶
予
の
審
査

免
除
の
場
合
は
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
所
得
、猶
予
の
場
合
は
、

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
に
よ
り
審

査
さ
れ
ま
す
。

失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
離
職

票
な
ど
の
証
明
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

●
保
険
料
の
追
納

免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
申
し
出
に
よ
り
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
追
納
す
る
対
象
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
は

当
時
の
保
険
料
に
経
過
時
間
に
応
じ
た

金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
住
民
課

案 

内

◆
◆
◆

「
ふ
れ
あ
い
交
流
館
」
完
成

こ
の
度
、
旧
有
田
川
町
消
防
本
部
庁
舎

を
改
修
し
、「
ふ
れ
あ
い
交
流
館
」
と
し

て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

2
階
多
目
的
室
（
定
員
約
70
人
）
は
、

7
月
3
日（
月
）
以
降
、
会
議
や
研
修
の

場
と
し
て
町
民
の
皆
さ
ま
に
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
（
要
予
約
）。

●
住
所
／
徳
田
14
番
地
5

問
吉
備
庁
舎
総
務
課

地
籍
調
査
の
成
果
の
閲
覧
実
施

●
期
間
／
7
月
8
日（
土
）
～
7
月
27
日

（
木
）
9
時
～
17
時

※
期
間
内
の
土
日
祝
含
む

●
閲
覧
場
所
／
金
屋
庁
舎
地
籍
調
査
課

平
成
27
年
度
に
地
籍
調
査（
現
地
調
査
）

を
行
っ
た
地
区
の
う
ち
、
次
の
地
区
に
つ

い
て
成
果
の
閲
覧
を
実
施
し
ま
す
。

該
当
す
る
土
地
の
所
有
者
な
ど
、
関
係

者
の
皆
さ
ま
は
必
ず
期
間
中
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
こ
の
期
間
内
に
の
み
、
誤
り
等

訂
正
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
成
果
の
閲
覧
実
施
地
区
／
大
字
中
の
一
部

問
金
屋
庁
舎
地
籍
調
査
課
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町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。広告


